
工 事 名

工 事 場 所 鳥羽市 鳥羽一丁目 地内

工 事 種 別

当 初 契 約 年 月 日

変 更 契 約 年 月 日

当 初 工 事 期 間  令和７年１０月２２日 ～  令和８年３月１６日

変 更 後 工 事 期 間

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

１,４０２,５００円(税込み)

１３,０６２,５００円(税込み)

当初工事期間どおり

変 更 契 約 理 由

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとす
る。

伐採・伐木を行った結果、№0+24以降の支柱(ポケット式)とアンカーの設
置が難しいことから、覆式の金網ロープ設置に変更する。また、安全性を
向上させるため覆式の金網ロープ設置範囲を増工する。

アンカー設置金網ネット設置に必要な範囲確保のため、伐採・伐木の施工
範囲を増工する。

伐木の処分量について、当初設計は想定数量で計上していた為、実績値に
て変更し減工する。

尚、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。

市道岩崎錦町線道路改良工事

土木工事

変 更 工 事 概 要

１１,６６０,０００円(税込み)

 令和７年１０月２２日

 令和８年２月２７日

様式第５号（第５条関係）

変　更　契　約　調　書

契約の相手方及び住所

三重県鳥羽市堅神町71番地3

有限会社タバタ

代表取締役　田畑　泰裕

施工延長
法面工
　金網・ロープ設置
　アンカー設置

　支柱(ポケット式)
仮設工

L=38.0m
N=1式
A=287m2
N=17箇所
N=5箇所
N=11箇所
N=10箇所
N=1式


